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1 疑義を避けるため、最終製品が排水または水分蒸発に関する既定の基準に適合しない場合、または地上 20cm 未満の高さ

に設置された場合は、地表または地中での使用とみなされ、25 年保証が適用される。 

TRICOYA® 保証書 

（保証） 

すべての国、但しアメリカ合衆国およびカナダを除く 

 

 

 

 

 

1. 保証の範囲 

 

1.1 本保証は Tricoya Technologies Ltd（以下「TTL」という。この表現にはその承継人または譲受人を含む）によ

って提供されるものであり、Tricoya®木質素材を使用して製造された中密度繊維板または基材（以下「TRICOYA」

という）である TRICOYA®パネルにのみ排他的に適用される。本保証は TTL から TRICOYA を購入した最初の購

入者および TTL から購入した当該 TRICOYA が設置された建築物の最初の所有者に排他的に適用される。他の

いかなる者への譲渡または移転はできない。 

 

1.2 TTL は、TTL の請求書に記載された TRICOYA の納品日（以下「納品日」という）以降、当該 TRICOYA が、

TTL のウェブサイト（https://tricoya.com/downloads/）に掲載されている「Tricoya データシート」に含まれる仕様、

あるいは TTL が別途提供する仕様（いずれも納品日時点の仕様）に適合していることを、下記の期間にわたり保

証する。また、Tricoya が重大な損傷（下記第 2 条で定義）を被ることがないことを、下記の期間にわたり保証す

る： 

 

(a) TRICOYA が欧州規格 EN 335: 2013 に定義される使用区分 1、2 および 3 において地上 1 で使用される場

合は 50 年間、または 

 

(b) TRICOYA が欧州規格 EN 335: 2013 に定義される使用区分 4 において地面と接触または地中で使用され

る場合は 25 年間。 

 

2. 重大な損傷の定義 

 

2.1 本保証の目的において、通常の使用過程において以下が証明された場合、TRICOYA は重大な損傷を被った

ものとみなされる。 

 

(a) TRICOYAICOYA が真菌腐朽により重大な損傷を受けた場合（本保証において「真菌腐朽」とは、(i) 

Coniophora puteana、(ii) Gloeophyllum trabeum、(iii) Pleurotus ostreatus による腐朽を意味し、それに限定され、

一般的な表面カビ、黴、その他の生物、細菌または真菌は含まれない）； または 

 

(b) 通常の使用において、一方向の最大膨潤または収縮が 2.5%を超える場合；および 

 

(c) 上記(a)および(b)の場合において、TRICOYA が本来の機能を果たさなくなる場合。 



 

本第 2.1(b) 項の目的において、膨潤および収縮は材を取り外したのち、試験によってのみ確認可能であり、試験

は TTL より入手可能な詳細を含む標準試験に従い、完全飽和状態から乾燥炉乾燥状態までの収縮または膨潤

が 2.5%を超えるかどうかを測定し、TTL により書面で承認された試験機関によって実施されなければならない。 

 

3. 救済 

 

TTL は単独の裁量で、上記第 1.2 項に規定された保証に適合せず、納品日から上記第 1.2 項に定められた期

間満了までの間に重大な損傷を被った TRICOYA について、交換、修理または補償のいずれかを行う。その第 3 

条に定められるいかなる救済においても TTL の請求書に記載された購入時の TRICOYA の価値を最大限とす

る。ただし補償額および TTL の本保証に基づく最大責任は、TRICOYA の購入日（TTL の請求書に記載される

日）から 1 年後以降、毎年以下の額が減少していくものとする： 

 

・ 1.2(a) 項に基づく保証については毎年 1/50 

・ 1.2(b) 項に基づく保証については毎年 1/25 

 

4. 救済および保証の免責事項 

 

4.1 TTL はいかなる状況においても、契約、不法行為（過失を含む）、義務違反（法定か非法定かを問わない）ま

たはその他に基づく場合であっても、いかなる付随的、経済的、例示的、特別、懲罰的または結果的損失または

損害についても、それが直接的または間接的にどのように発生したものであれ、責任を負わない。 

 

4.2 本保証における記載は TTL によって与えられる唯一の保証および表明を構成し、商品性または特定目的適

合性に関する黙示的な保証や表明を含め、他のすべての明示的または黙示的な保証および表明は、法的に排除

可能な範囲においてここに明示的に排除される。 

 

5. 条件 

 

本保証は以下の条項および条件に従うものとする： 

 

5.1 請求は、疑われる重大な損傷を発見してから 30 日以内に TTL に書面で行わなければならず、本保証証明

書、関連する請求書の写し、当該場所を特定し疑われる重大な損傷を説明する記述、およびその疑われる重大な

損傷を示す写真を添付しなければならない。 

 

5.2 TTL は、修理、交換または補償のいずれかを TTL 単独の裁量で承認する前に、現場において疑われる重大

な損傷を検査する権利を有する。保証請求の可能性がある損傷が発見された日からから、請求人は TRICOYA を

さらなる重大な損傷から保護するためにすべての合理的措置を講じなければならない。 

 

5.3 TRICOYA は（外装板およびパネル用途を含め）TTL のウェブサイト https://tricoya.com/downloads/に含ま

れる「Tricoya Datasheet」および「Tricoya Brochure」、または TTL により別途提供される書面の指示に従い、保

管、設置、取り扱いおよび／または使用されなければならない。また、連邦政府、中央政府、州政府または地方自

治体、または政府機関によって採用されたすべての認証機関コードおよび建築基準にも従わなければならない。

TRICOYA を TTL の書面による指示に従って設置しない場合、本保証は無効となる。 

  



 

※ 本文書は、「TRICOYA® Certificate of Warranty」の日本語訳で、利便を図るために輸入販売元である池上産業株式会社が 

参考として提供するものであり、保証の内容および効力は、英語版の保証書によるものとする。 

※ Tricoya®は、Accsys Group – Titan Wood 社の登録商標です。 

※ EN 335 の使用環境区分 Class 1～5 について:: 

Class 1 常時乾燥した状態 

Class 2 たまに水に濡れる状態 

Class 3 地上で風雨に曝される状態 

Class 4 地面に接するあるいは埋まる状態 

Class 5 海面に接するあるいは浸かる状態 

5.4 本保証は、損傷した TRICOYA の撤去費用、交換品設置費用、あるいは如何なる再加工費用を対象としな

い。 

 

5.5 本第 5 条に定める手続きを遵守しない場合、本保証に基づくいかなる請求も無効となる可能性がある。 

 

6. 除外事項： 本保証は以下を対象としない 

 

6.1 EN 335:.2013 に定められた要件に違反するかたちで、該当する使用環境区分においてトライコヤが使用され

た場合。最終製品が排水または水分蒸発に関する既定の基準に適合しない場合、または地上 200mm 未満に設

置された場合、それは使用区分 4 とみなされ、25 年保証が適用される（1 ページの脚注 1 参照）。 

 

6.2 pH が 9 を超える液体と TRICOYA が接触する場合。 

 

6.3 TRICOYA が塩水および汽水に継続的に接触する場合（EN 335:2013 使用区分 5）。 

 

6.4 TTL の事前の書面による承認なしに、TRICOYA が化学処理などによって改変または含浸された場合。 

 

6.5 以下に起因するか、または何らかの形で帰属する損傷または欠陥： 

(a) 不適切な保管、取り扱い、設置または使用（TTL のウェブサイト https://tricoya.com/downloads/に含まれる

「Tricoya Datasheet」および「Tricoya Brochure」、または TTL により別途提供される書面の指示に従わない場合を

含む）；(b) 誤用、放置、改変または乱用； (c) 地盤沈下または構造的移動および/または TRICOYA が取り付け

られた材料の移動； (d) 構造の設計不良または構造において設計された最大風荷重を超える場合の損傷； (e) 

TRICOYA に施された塗装および／またはその他の仕上げ； (f) ハリケーン、竜巻、雹、地震、洪水またはその他

の激しい気象や自然現象などの不可抗力；または (g) TTL に帰属する製造上の欠陥以外のいかなる原因。 

 

7. 地理的適用範囲 

 

本保証は TTL から購入され米国およびカナダを除く全ての国で設置または使用された TRICOYA に適用される。 

 

8. 通知 

 

本保証に基づき与えられるべき通知または通信は書面によって行われ、手渡しにより配達されるか、または書留

郵便で TTL の登記上の本店所在地または主たる営業所または住所に送付され、かつゼネラルマネージャー宛と

し、会社秘書役宛に写しを送るものとする。本条に従って行われたすべての通知または通信は、手渡しされ正式

に受領された場合は配達日に、または書留郵便で行われた場合は、投函日から 14 日後に受領されたものとみな

される。そのような通知または通信が通常の勤務日または営業日以外に行われたとみなされる場合、その通知ま

たは通信は次の勤務日または営業日の開始時に行われたものとみなされる。 

 

9. 準拠法および紛争 

 

本保証はイギリス法を準拠法とし、一切の紛争はイギリスの裁判所においてのみ解決するものとする、あるいは、

TTL の裁量により、仲裁により解決することができるものとする。 

 


